
                              入学教発第１６５号                               令和２年４月１３日  
各小・中学校長 様                                入間市教育委員会                              教育長 西澤 泰男  
新型コロナウイルス感染症拡大防止等に資する教職員の勤務等について（通知）   このことについて、埼玉県教育委員会教育長より、別添写し（教県第４１－２号 

令和２年４月１３日付）のとおり通知がありました。   つきましては、国における緊急事態宣言をふまえ、新型コロナウイルス感染の機会を減
らすため、教職員の服務について下記の通り御配意いただきますようお願いいたします。  

記 
１ 自宅勤務の実施について   ・対象者は、教職員（臨任・非常勤・ＳＣ・県費ＳＳＷを含む）とする 

・原則、自宅勤務とする（出勤は、週１～２日が目安）   ・公務の運営に支障がないと認められるとき、自宅を目的地とする旅行命令とする 
・当該校の勤務時間と同様とする  ・休憩時間以外は、外出禁止とする 
・実施日数に制限はありません   ・旅費システムへの入力は行いません   ・勤務の開始と終了を管理職にメールで報告（電話でも可）する   ・「自宅勤務申請書」により申請する   ・他の休暇（年休、特別休暇）と併用可である   ・重要な情報（個人情報、定期テスト等）の持ち出しはできません    

２ 時差出勤の実施について   ・対象者は、教職員（臨任・非常勤・ＳＣ・県費ＳＳＷを含む）とする 
・公務の運営に支障がないと認められるとき  ・通勤方法によらないものとする   ・一括して、各日を単位として申請する  ・休憩時間は、原則同じ時間帯とする   ・３０分単位で繰上げ出勤、繰下げ出勤できます   ・勤務時間は、午前７時から午後１０時以前におさまるようにする   ・「時差出勤に係る勤務時間の申出兼取消簿」により申請する  

３ 上記１及び２の運用期間について   ・令和２年４月１４日（火）から５月６日（水）までとする  
４ その他   ・市費負担職員の服務については確認中ですので、追って連絡いたします。 

担当：学校教育課 金岡広道 
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